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○入間市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱 

昭和６１年４月２５日 

告示第４７号 

注 昭和６３年１２月から改正経過を注記した。 

（目的） 

第１条 この要綱は、市が在宅の一人暮らし高齢者等に対し、緊急通報システム事業を実施

することにより、日常生活上の不安を軽減するとともに不慮の事故に対処し、もつて高齢

者等の福祉の増進を図ることを目的とする。 

（昭６３告示１５８・全改、平７告示５５・平１３告示６５・一部改正） 

（緊急通報システム） 

第２条 緊急通報システム（以下「システム」という。）とは、家庭内での急病、火災その

他の理由により緊急に救助が必要となり、緊急通報機器（以下「機器」という。）を利用

して受信施設に緊急通報をしてきた一人暮らし高齢者等に対し、救急活動を行う制度をい

う。 

（昭６３告示１５８・全改、平７告示５５・平１３告示６５・一部改正） 

（運営の委託） 

第３条 市長は、第１条の目的を効果的に達成するため、この事業の運営の一部を、適切な

事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。 

（平１３告示６５・全改） 

（対象者） 

第４条 この事業の対象となる者（以下「対象者」という。）は、市内に住所を有する者（老

人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に規定する老人福祉施設及びこれに類する施設に

住所を有する者を除く。）で次の各号のいずれかに該当するものとする。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身体障害者手帳

の交付を受け、その障害の程度が１級又は２級に該当する者のうち、一人暮らしのもの

又は同居者の労働等の理由により介護が受けられないもの 

(2) ６５歳以上の者で、心身の状況により、日常生活を営む上で常時注意を要するものの

うち、一人暮らしのもの又は同居者の労働等の理由により介護が受けられないもの（前

号に掲げる者を除く。） 

(3) ７５歳以上の者で、一人暮らしのもの又は同居者の労働等の理由により介護が受けら

れないもの（前二号に掲げる者を除く。） 

(4) ７５歳以上の者で、同居者全員が７５歳以上のもの（前三号に掲げる者を除く。） 

（平１４告示６０・全改、平２３告示２１・平２６告示８・一部改正） 

（利用の申請） 

第５条 システムを利用しようとする者又はその扶養義務者は、入間市一人暮らし高齢者等

緊急通報システム事業利用申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請においてシステムを利用しようとする者が前条第２号に

該当する者であるときは、必要に応じて、医師の診断書等の提出を求めることができる。 

（昭６３告示１５８・平７告示５５・平１３告示６５・平１４告示６０・平２２告

示５６・平２６告示８・令４告示１０４・一部改正） 

（利用の決定及び却下） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、調査し、その可否を決定し、入間

市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業利用決定通知書（様式第２号）又は入間市一

人暮らし高齢者等緊急通報システム事業利用却下通知書（様式第３号）により、申請者に

通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により、システムの利用が適当と認められる者（以下「利用者」と

いう。）と別に定める契約書により、契約を締結するものとする。 
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（昭６３告示１５８・平７告示５５・平１３告示６５・平２２告示５６・令４告示

１０４・一部改正） 

（費用の負担） 

第７条 利用者又は同居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。 

(1) 機器の使用に係る電話料金 

(2) 機器の設置工事費及び維持管理費のうち別表に規定する額 

（平１４告示６０・全改、令４告示１０４・一部改正） 

（届出） 

第８条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入間市一人暮らし高齢者等緊急

通報システム事業利用内容異動届（様式第４号）により、市長に届け出なければならない。 

(1) 利用者が第４条に規定する要件を備えなくなつたとき。 

(2) システムの利用を辞退するとき。 

(3) 利用者の氏名、住所等に変更があつたとき。 

（平７告示５５・一部改正、平１３告示６５・旧第９条繰上・一部改正、平２２告

示５６・令４告示１０４・一部改正） 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

（平１３告示６５・旧第１０条繰上） 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（昭和６１年告示第１５１号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（昭和６３年告示第１５８号） 

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第３条、第７条及び様式第２号の改正規定

は、昭和６４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年告示第３７号） 

この要綱は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年告示第１４４号） 

この要綱は、平成５年１月１日から施行する。 

附 則（平成６年告示第２号） 

この告示は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年告示第５５号） 

この告示は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年告示第６５号） 

この告示は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年告示第６０号） 

１ この告示は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の入間市一人暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱の規定は、この告示

の施行の日以後の申請に係る緊急通報システムの利用から適用し、同日前の申請に係る緊

急通報システムの利用については、なお従前の例による。 

附 則（平成１８年告示第９４号） 

この告示は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年告示第１３８号） 

この告示は、公布の日から施行し、第１条の規定による改正後の入間市一人暮らし高齢者

等緊急通報システム事業実施要綱の規定、第２条の規定による改正後の入間市エラー!高齢者

等位置情報サービス事業実施要綱の規定、第３条の規定による改正後の入間市高齢者等居宅

改善整備費補助金交付要綱の規定、第４条の規定による改正後の入間市高齢者等支援事業利
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用者負担軽減事業実施要綱の規定、第５条の規定による改正後の入間市社会福祉法人等によ

る介護保険サービスの利用者負担軽減に対する助成事業実施要綱の規定、第６条の規定によ

る改正後の入間市在宅重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱の規定、第７条の規定によ

る改正後の入間市障害者更生訓練費給付事業実施要綱の規定、第８条の規定による改正後の

入間市障害者移動支援事業実施要綱の規定、第９条の規定による改正後の入間市障害者日中

一時支援事業実施要綱の規定及び第１０条の規定による改正後の入間市障害者デイサービス

事業実施要綱の規定は、平成２０年４月１日から適用する。 

附 則（平成２２年告示第５６号） 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年告示第２１号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年告示第６９号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年告示第８号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第４条第２号の改正規定（「う

えで」を「上で」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年告示第２８４号） 

この告示は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２８年告示第２４１号） 

この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年告示第１０４号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 
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別表（第７条関係） 

（令４告示１０４・全改） 

機器の設置工事費及び維持管理費の負担額 

 

様式 省略 

区分 負担額 

1 生活保護法（昭和25年法律第144号）によ

る保護を受けている者及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律（平成6年法律第

30号）による支援給付を受けている者 

設置工事費 0円 

維持管理費 事業者ごとに別に定める額（こ

の表において「利用料」とい

う。）から1,900円を控除して

得た額（利用料が1,900円以下

の場合は0円） 

2 一人暮らしの者で、前年の総収入額が140

万円以下の者（区分1の者を除く。） 

設置工事費 0円 

維持管理費 利用料から1,425円を控除した

額 

3 同居者がいる者で、その世帯の前年の総収

入額が200万円以下の世帯に属する者（区

分1の者を除く。） 

設置工事費 0円 

維持管理費 利用料から1,425円を控除した

額 

4 市町村民税非課税世帯に属する者（区分1、

2及び3の者を除く。） 

設置工事費 事業者ごとに別で定める設置

工事費の2分の1の額 

維持管理費 利用料から950円を控除した額 

5 市町村民税課税世帯に属する者 設置工事費 全額 

維持管理費 

備考 

1 機器を設置した日が月の途中の場合、その月の維持管理費の負担額は、日割り計算と

し、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

2 区分の認定に当たつては、利用者及び同居者の収入の合計により行う。 

3 設置工事費については新規設置に限る。 


